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少なく簡易に導入・実施できる点で
す。その反面、「ストレスの要因や
個々人の違いに関する項目が含まれ
ておらず、問題解決につなげられな
い」などの指摘もあります。
　個々人のストレスチェックの結果
を集計・分析し、職場におけるスト
レスの要因などまで把握して、メン
タル疾患の予防などの問題解決につ
ながる対策を打ちたい場合は、より
包括的なストレスチェックを導入す
るとよいでしょう。例えば、57項目
による「職業性ストレス簡易調査
票」が、厚労省の働く人のメンタル
ヘルス・ポータルサイト「こころの
耳」などで公開されています。また、
当社のような外部EAP機関の中には、
個々の労働者のストレス状況のチェ
ックに加え、各職場のストレスの状
況や要因を分析する組織診断など、
問題解決につなげやすいストレスチ
ェック・システムを提供していると
ころがあります。
②相談体制の整備
　法案では、労働者が医師との面接
を希望する場合、事業者に面接希望
を出すこととされています。しかし、
「医師との面接を人事部等に知られ
たくない」という労働者の心理が予
想されます。そのため、「（ストレス
チェックの結果を利用する）労働者
に対する健康相談の実施その他の当
該労働者の健康の保持増進を図るこ
とを推進するための措置を講ずる」
よう国が努めることを規定していま

ストレスチェック義務化で
何をすればいい？

　く人のメンタルヘルス対策強
化のため、今国会で審議され

ている労働安全衛生法改正案に、
「ストレスチェック義務化」が盛り
込まれています。今後、事業所には
どのような対応が求められるのでし
ょうか。
■ストレスチェックの義務化とは？
　「ストレスチェック」とは、労働
者に質問に答えてもらい、回答結果
をもとにストレス状況を把握する質
問調査です。今回の改正法案が示す
ストレスチェックの主な目的は、う
つ病等の精神疾患の発見ではなく、
ストレス状況の理解によるメンタル
不調の未然予防です。労働者が自分
のストレス状況を把握し、セルフケ
アに取り組むことで、働く人のメン
タル不調の減少が期待されます。
　ストレスチェックの義務化が盛り
込まれた改正案は、審議日程が確保
されれば今国会での可決・成立が見
込まれます。義務化のポイントは、
次の２点です。
①年１回の労働者のストレスチェッ
クが、従業員50人以上の事業所に対
して義務付けられる（50人未満の事
業所については「努力義務」）。
②事業所はストレスチェックの結果
を労働者に通知し、労働者が希望し
た場合、医師による面接指導を実施
し、結果を保存する。
■義務化への対応における留意点
　事業所が留意すべき点は主に3つ
あります。
①どのストレスチェックを使えばよ
いか
　ストレスチェックにはいくつかの
種類があり、事業所はみずからの判
断で、自所に合うものを使うことが
できます。厚生労働省は、事業所が
ストレスチェックを導入しやすいよ
う、9項目のチェックリストを例示
していますが、この利点は、項目が

す。つまり、労働者が直接、専門家
の心理上の相談などの健康相談やカ
ウンセリングを受けられる体制を各
企業が取ることができるよう、国が
支援していくということです。具体
的には、労働者が使える社内相談窓
口を整備する、外部EAP機関の相談
窓口を利用できるようにするなどの
方法が考えられます。
③健康診断の一部として実施する場合
　ストレスチェックを定期健康診断
の一部として実施する事業所が多い
ことが予想されます。しかし、健康
診断とは異なり、ストレスチェック
の結果は、労働者本人の許可なしに
事業者が把握することはできません。
また、健診機関の医師や保健師が必
ずしも精神保健に詳しくない点にも
留意が必要です。
　外部EAP機関は包括的なストレス
チェック、組織診断、相談窓口の設
置、医師とのマッチングなど、スト
レスチェック義務化に対応する各種
サービスを提供しています。現状、
ストレスチェックを実施している事
業所では、EAP機関を活用すること
が多いようです。事業所の状況や目
的に合わせ、外部EAP機関をうまく
活用するとよいでしょう。
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働 図表●ストレスチェックの実施状況  （対象：企業人事担当者・複数回答可）
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（その他回答：セルフチェックの程度、産業医面談時に厚労省の職業性ストレス簡易調査票を使用、定期検診時の問診 など）　
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